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ストックオプション（新株予約権）について 

 

 
　当社取締役会は、本日、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役

（社外取締役を除く。）及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行すること及び募集事項

の決定を当社取締役会に委任することについての承認を求める議案を、下記の通り、2026年３月27日開催予定の

当社第13回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

当社及び当社子会社の、取締役（社外取締役を除く。）及び従業員（以下「当社グループ役職員」という。） にス

トックオプションとして新株予約権を発行する件 

 

 

1.​ 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 

【理由】 

当社は、経営理念である「もう一人のあたたかい家族」の実現に向け、当社及び子会社を含む当社グループ一

体となった事業推進体制の構築と持続的な成長を目指しております。本新株予約権は、こうした背景のもと、当

社グループ役職員に対し、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるためのインセンティブ・プランの一環

として発行するものであります。 

本新株予約権の価値は当社株価に連動するものであることから、当社グループ役職員に付与することにより、

当社グループ役職員が、株価上昇による利益及び株価下落による不利益を株主の皆様と共有し、当社グループの

業績向上及び株価上昇への貢献意欲を高めることができると考えています。 

また、本新株予約権は、新株予約権割当の日から２年経過後とし、かつ行使期間を10年という長期に設定する

ことで、短期的な視点のみならず中長期的な視点での業績貢献を促すとともに、当社グループの成長に不可欠な

優秀な人材の確保及び維持を図ることを目的としております。このように、優秀な人材の維持及び当社グループ

役職員の意欲向上による当社グループ全体の持続的な企業価値及び株主価値の向上を図ることを目的として、当

社グループ役職員を対象とするストックオプション制度を実施しようとするものです。 

 

2.​ 新株予約権発行の要領 

（1）​新株予約権の名称 

Recovery International株式会社 第６回新株予約権 
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（2）​新株予約権の割当てを受ける者 

当社及び当社子会社の、取締役(社外取締役を除く。)及び従業員 

なお、当社子会社の社外取締役又は監査役であっても、当社の取締役(社外取締役を除く。)又は従業

員の地位を有する場合には、本新株予約権の割当てを受ける者に含まれるものとする。 

 

（3）​新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

本新株予約権の目的たる株式は当社普通株式とし、本株主総会の決議の日から１年以内に発行する

その総数は、8,500株を上限とする。 

ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場

合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権

のうち、当該時点で権利行使 又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行わ

れ、 調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。  

 

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするや

むを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理

的な範囲で株式数を調整するものとする。  

 

（4）​新株予約権の総数 

総数85個を上限とする。 

なお、新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は100株とする。ただし、第３項に定める株式数の

調整を行った場合は、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数についても同様の調整を行うものとす

る。  

 

（5）​新株予約権と引き換えに払い込む金銭 

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

 

（6）​新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（行使価額） 

1​ 本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される１株当たりの

行使価額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

2​ 行使価額は、本新株予約権の割当日（発行する都度、当社取締役会が決定する日）の属する月の前月

の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の

平均値（１円未満の端数は切り上げ）とする。但し、その金額が割当日の終値（取引が成立しない場

合はそれに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、割当日の終値とする。 

 

（7）​行使価額の調整 

1​ 割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による

１円未満の端数は切り上げる。  

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × （１÷株式分割又は株式併合の比率） 
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2​ 当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合

（新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場

合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる

ものとする。  

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×（既発行株式数 ＋（新規発行・処分株式数  

×１株当たりの払込金額÷時価）） ÷（既発行株式数 ＋ 新規発行・処分株式数） 

 

（8）​新株予約権を行使することができる期間  

割当日（発行する都度、当社取締役会が決定する日）から２年を経過した日から、割当日から10年

を経過した日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業

日を最終日とする。 

 

（9）​新株予約権の行使の条件等  

1​ 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社

及び当社子会社の取締役（社外取締役を除く。）又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新

株予約権者が退職時(退職時までに申込ができない正当な事由が認められる場合は、退職後直近の申

込期日)までに、当社所定の手続きに従い新株予約権行使の申込を行った場合、及び諸般の事情を考

慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。 

2​ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。  

3​ 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。  

4​ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が授権株式数を超過することとなるときは、当該

新株予約権の行使を行うことはできないものとする。 

5​ 各新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。 

6​ 新株予約権者は、新株予約権又は株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定

められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれ

に限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社又は当社関連会社が税金等の

徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者

から税金等を徴収することができるものとする。 

i)現金による受領 

ii)新株予約権者が保有する株式による充当 

iii)新株予約権者の給与、賞与等からの控除  

iv)その他当社が定める方法  

 

（10）​新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項  

1​ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に２分の１を乗じて得た額とし、計算の結果生じる

１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。  

2​ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（１）記載の

資本金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。  
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（11）​新株予約権の取得事由及び条件 

1​ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当

社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合（株主

総会決議が不要の場合は、当該行為の実行につき当社取締役会が決議した場合）、当社は、当社取締

役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で、又は当社取締役会が決定した事

項に基づき第三者算定機関によって算定された公正な価格（ただし、評価額が０円となる場合を含

む。）をもって取得することができる。 

2​ 新株予約権者が、第９項の規定により権利行使をする条件を喪失した場合、当社は、当社取締役会が

別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者の保有する本新株予約権を無償で取得することが

できる。  

 

（12）​譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。  

 

（13）​組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い  

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ

当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換又は株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場

合に限る。）（以下、総称して「組織再編行為」という。）をする場合、組織再編行為の効力発生日

の直前において残存する本新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する本新株予約権

者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以

下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。この場合においては、

残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付

する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転

計画において定めた場合に限る。 

1​ 交付する再編対象会社の新株予約権の数  

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。  

2​ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類  

再編対象会社の普通株式とする。  

3​ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法 

組織再編行為の条件等を勘案の上、第３項及び第４項に準じて目的となる株式の数につき合理的な

調整がなされた数とする。  

4​ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法  

組織再編行為の条件等を勘案の上、第６項及び第７項に準じて行使価額につき合理的な調整がなさ

れた額に、上記第(３)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を

乗じて得られる金額とする。  

5​ 新株予約権を行使することができる期間  

第８項に規定する新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日の

うち、いずれか遅い日から、第８項に規定する新株予約権を行使することができる期間の満了日ま

でとする。 

6​ 新株予約権の行使の条件  

第９項に準じて決定する。  

7​ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金に関する事項  

第10項に準じて決定する。  

8​ 新株予約権の取得事由及び取得条件  

第12項に準じて決定する。 
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9​ 新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認（再編対象会社が取締役

会設置会社でない場合は株主総会）を要するものとする。  

10​ その他の条件  

再編対象会社の条件に準じて決定する。  

 

（14）​新株予約権の行使により生ずる１株に満たない端数の取扱い  

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、こ

れを切り捨てるものとする。  

 

（15）​委任事項 

本新株予約権の募集時期、募集新株予約権の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の

数、その他本新株予約権の募集に関する事項の決定は、その都度、当社取締役会の決議により定め

る。 

 

上記の内容については、2026年３月27日開催予定の当社第13回定時株主総会において、「当社及び当社子会社

の、取締役（社外取締役を除く。）及び従業員にストックオプションとして新株予約権を発行する件」が承認さ

れることを条件としています。 

 

 以上 
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